
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｋ２－４９００ 釣ざお部品及び付属品 

 
D-CLASS4 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｋ２－４９０ 一 釣ざお部品及び付属品（リールシートはＫ２－４９５へ） 
D-CLASS5 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D-CLASS6 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D-CLASS7 

この分類に含まれる物品 

釣ざお尻 釣ざお用振り鈴 釣ざお用発光具 

釣ざお用発光体取付具   
D-CLASS8 

定義 

 釣り竿本体を構成する部材（→Ｋ２－４０）以外の釣りざお用構成部品、および釣りざお用付属品。Ｋ２－７

１：釣竿用ケースと下位に展開する部品及び付属品を除く。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 
D-CLASS9 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 
D-CLASS10 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1018078号 
釣竿用釣り糸結着

登録 1082035号 
釣具用尻栓 

登録 1009465号 
釣り竿用竿先糸止め具 

登録 1076783号 
釣竿用指掛 

登録 1161124号 
釣り竿用のリング部材 


